
〈地域防災推進のための３原則〉
自分たちの安全安心は、
自分たちで守る「自助」を、
佐倉市では市民の皆さんに
お願いしています。

佐　倉　市禁無断転載ⓒ東京法規出版
令和8年3月発行

佐倉市メール配信サービスについて

　防災行政無線が聞き取りに
くい地域のかたなどを対象に、
佐倉市からの緊急のお知らせ
などをお持ちのスマートフォン、
携帯電話、パソコンなどにメー
ル配信するサービスです。

　このサービスでは、以下の情
報を入手することができます。ま
た、欲しい情報のみを選択して
入手することもできます。

○防災・避難情報　
○水道事故
○防犯情報　
○光化学スモッグ情報
○行方不明者の捜索・保護情報
○その他の情報　
○前記全ての情報

　メールを受信するためには、
携帯電話またはパソコンから登
録していただく必要があります。
右記を参照し、登録手続きを
とってください。

・登録は無料です。ただし、通信料は自己負担となります。
・メールの受信制限をされている方は、sakuramail@sa.smart-lgov.jpからのメールを受信できるようにしてください。
・電波の届かない場所やメールの通信回線の混雑状況等により、メール配信が遅れたり届かないことがあります。
・メールの返信機能は有しておりません。
・このサービスは、佐倉市が事業を委託するウイングアークNEX株式会社において運営しております。

・ご登録やご利用上のご不明点は、以下のコールセンター窓口へご連絡ください。
・「佐倉市メール配信サービスについて」とお伝えください。
ウイングアークNEX株式会社　TEL：050-3317-8828（土日祝日を除く、8：30～ 17：30）

それぞれが
役割を分担し、
相互に補完 自 

助

各個人・家庭での
日ごろからの備え
●建物の耐震化　
●家具転倒防止　
●３日分、できれば1週間以上の
　食料・飲料水の備蓄
●消火器備え・初期消火
●家庭内の連絡体制の確認　
　　　　　　　　　　など
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災害に備えよう!災害に備えよう!佐倉市メール配信サービスについて
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隣近所の知人・友人・
自主防災組織など
による“絆”づくり

公的機関における
防災体制整備

●地域防災訓練参加　
●避難所の自主運営　
●要配慮者の安否確認　
●地域の防災ウオッチング　
●災害ボランティア協力
　　　　　　　　 など

●地域防災計画の策定
●避難所・備蓄品などの整備　
●防災トイレなどの整備・
　ライフラインの確保
●自助・共助への支援・助成　
●要配慮者対策の
　コーディネート　
●市民啓発講演・防災訓練
　　　　　　　など

佐倉市メール配信サービスとは

配信内容

登録手順等

ご利用にあたって

コールセンター窓口

登録方法
【新規登録】

変更・退会の方法
【変更・退会】

「佐倉市メール配信サービス」 登録・変更・解除の手順

登録方法

【新規登録】
①空メールの送信

次のいずれかの方法で仮登録の
ための空メールを送信してください。

・直接アドレスを入力する。

sakura@emp-sa.smart-lgov.jp

・カメラからQRコードを読み取る。

②仮登録の完了

仮登録完了のメールが届きます。
メール内のURLをクリックし、本登録
画面へアクセスします。

③利用規約への同意

利用規約が表示されます。内容を確
認し「同意する」をクリックしてくださ
い。 

④配信カテゴリの選択

受信を希望する情報の種類（カテゴリ）
を選択してください。

⑤登録内容の確認

修正する場合は「戻る」を、登録する
場合は「登録」をクリックしてください。

⑥登録の完了

登録の完了をお知らせするメールが
届きます。

【変更・退会】

①空メールの送信 ②設定変更のメール受信

登録変更のメールが届きます。
メール内のURLをクリックし、変更画
面へアクセスします。

③変更・退会の選択

変更の場合は「変更する」をクリックし
てください。退会する場合は「退会す
る」をクリックしてください。

④【変更】 配信カテゴリの選択

受信を希望する情報の種類（カテゴリ）
を選択してください。

⑤【変更】 登録内容の確認 ④【退会】 退会の選択

修正する場合は「戻る」を、登録する
場合は「登録」をクリックしてください。

「退会する」をクリックしてください。

クリック

希望カテゴリに
チェックを入れた後、
「確認する」をクリッ
クしてください。

「登録」をクリック
してください。
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sakura@emp-sa.smart-lgov.jp

・カメラからQRコードを読み取る。
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「登録」をクリック
してください。
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❶ ❷

防災対策は日頃の備えから ！
　地震や風水害などの自然災害は、私たち人間の力では食い止めることはできませ
んが、災害による被害は、日頃の備えによって減らすことができます。地方公共団
体などによる防災の取り組み（公助）はもちろんのこと、自分のことは自らで守る
（自助）や地域の人たちで助け合うこと（共助）こそ、災害による被害を少なくするた
めには不可欠な取り組みといえます。
　いざというときに備えて、非常持出品の準備や家屋の耐震改修、家具の固定など、
まずは身のまわりの安全対策から始めましょう。また、大きな災害が発生した場合、
地方公共団体などの防災機関による活動には限界があります。こうした場合には、何
よりも地域の人たちの協力が必要です。地域の人たちで協力して、災害時にすばやく
行動できる体制をつくりましょう。

は じ め に

も 　く 　じ

佐倉市内において、震度が5強以上になると、市長
を本部長とする災害対策本部を設置します。また、震
度5弱以上の地震が発生した場合には、事前に決めら
れた職員が市役所及び避難所等に参集します。

被害等の情報収集については、自治会・町内会、自
主防災組織をはじめ、警察・消防や災害時応援協定
締結団体等の関係機関などからの情報を市災害対
策本部で集約します。
　また、情報提供については、防災行政無線をはじ
め、市の広報車やメール配信サービス、防災X（旧ツ
イッター）、ホームページ、ケーブルテレビ296など
を利用し情報を提供します。

小中学校、高校等39か所を指定緊急避難場所・指
定避難所として整備しています。市民の皆さんは、避
難をする必要がある場合、発災時に一番安全な避難
先（知人等宅、ホテル等を含む）へ避難してください。
また、避難する際は、できるだけ隣近所の人たちと

一緒に避難してください。

1  災害対策本部の設置 2  情報の収集・情報の提供

3  避難場所等の整備

4  防災備蓄倉庫及び
　  備蓄品の整備

　市では、「佐倉市地域防災計画」を策定し、大規模地震などに備えて主に
次の防災対策の充実に努めています。

佐倉市の地震対策①

防災備蓄倉庫　備蓄資機材数（１倉庫あたり）

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

アルファ米
クラッカー
真空パック毛布
トイレットペ－パ－
給水袋
バケツ
ブル－シ－ト
スコップ
簡易トイレ（ブ－ス）
〃（ボックストイレ）
〃（非常用排便袋）
〃（簡易便座）
安全キャンドル
懐中電灯
乾電池（懐中電灯、トラメガ用）
担架

1,350 食
490 パック
600枚
200 個
200 枚
200 個
50枚
10本
5個
20個

2400 枚
6個
40個
10個
100 本
10本

No. 備蓄品名 数量
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

救急箱
トランジスタ－メガホン
発電機
投光機（コ－ドリ－ル込み）
リヤカ－
ヘルメット
簡易ラジオ
軍手
身障者用トイレ（中学校のみ）
ヤカン（４ℓ）
クリアケース（フロアマップ・
筆談用具・筆記用具・感染症対策用品等）
パーテーション
多目的簡易ベッド
蓄電池
気化熱冷風機

1箱
10本
3台

2セット
1台
5個
1台
50組
1台
4個

3箱

5張
10台
1台
4台

No. 備蓄品名 数量

佐倉市の地震対策①地震編地震編

指定緊急避難場所・指定避難所には防災備蓄倉庫
を設置して、非常食（アルファ米などの食料）のほか、
毛布、簡易トイレ、多目的簡易ベッド、パーテーション
などを備えています。
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❸ ❹

能登半島地震によって倒壊した家屋（内閣府 ・ 倒壊家屋写真）

　防災関係機関・団体と佐倉市の連携・強化を
図るための市民防災訓練を、佐倉市内指定避難
所等で実施します（会場は毎年変更します）。

　非常時の対策として、佐倉市上下水道部では、市
内の浄水場や給水車、給水パックによる応急給水活
動を行います。また、市内の各小中高校などに設置
された防災井戸を順次開設します。
　このほか、避難所の飲料水の確保として災害時の
応援協定を締結している団体からの飲料水の提供
もございますが、市全体への十分な応急給水活動を
行うことが困難となることが予想されます。各家庭
で最低３日分、できれば1週間分の飲料水の備蓄を
お願いします。 
※１人１日３ℓを目安としてください。

5  飲料水の確保

千葉県北西部直下地震が発生した場合、都内や
県内などにおいて、最大約147万人の千葉県民が、
職場や学校などから自宅に帰るのが困難となる「帰
宅困難者」となってしまうと予測されています。
帰宅困難者になったら、不用意に動かず、安全な

場所に留まることが基本です。一般に自宅までの距
離が20kmを超えると徒歩帰宅は難しくなります。
電車などの交通機関が復旧するまで、勤務先や学校
など安全な場所で待機しましょう。
家族や自宅の状況が分からないと、不安が募り、

急いで帰りたくなります。ところが、災害が起きると、
電話はつながりにくくなります。このため、家族の間
で無事が確認できるよう、電話をかける以外の複数
の安否確認手段をあらかじめ決めておきましょう。

6  帰宅困難者対策

阪神・淡路大震災では、死者の約9割が建物の倒
壊などによる圧迫死や窒息死によるものでした。そ
のため、地震に対する建築物の安全性を高めていく
ことの重要性が改めて認識されました。
市では、住宅の耐震診断及び改修に対して次のよ

うな助成を行っています。
●木造建築物耐震診断補助事業
●木造住宅補強改造工事補助事業
●耐震補強リフォーム補助事業
●耐震シェルター設置リフォーム補助事業
●分譲マンション耐震診断補助事業
●危険コンクリートブロック塀等の除却及び緑化推
　進補助事業
※各補助事業の対象となる建物（建物の構造部分）については、
建築年月日や増築年月日、そのほか基準などが細かく決め
られています。
　補助金額についても、各事業で異なりますので、詳細はお問
　い合わせください。

【問い合わせ先】 建築指導課　☎484‒6169

7  耐震化の促進

8  市民防災訓練の実施

地震が起きたらどうする佐倉市の地震対策②佐倉市の地震対策②

津波、山・
がけ崩れの

危険が予想される
地域はすぐ避難

　大きな地震が発生したら、冷静に対応するのは難
しいもの。しかし、一瞬の判断が生死を分けること
もあります。地震が起きても「あわてず、落ち着い
て」行動するために、以下の行動パターンを覚えて
おきましょう。

地震が起きたらどうする

●落ち着いて、自分の身を守る
　机やテーブルがあれば、その下へもぐる。
家具などの転倒・落下の少ないスペースに
逃げる。

●余裕があれば火の始末
　コンロの火を消し、ガスの元栓を閉める。

●火元を確認、出火していたら初期消火　
●家族の安全を確認

●靴をはきガラスの破片などから足を守る
●非常持出品を用意する
●ガス漏れ・漏電に注意

●隣近所の安全を確認

●余震に注意
●ラジオなどで情報を確認

●電話はなるべく使わない　
●家屋の倒壊などの危険があれば
　避難する
　ブロック塀やガラスに注意。
　車は使用しない。

●子どもを迎えに

●出火防止対策

●消火・救出活動

●生活必需品は備蓄で
　まかなう

●災害情報、被害情報の
　収集
　市の広報に注意する。

●壊れた家には入らない
●自主防災組織等を中心に
　行動を
●3密（密閉・密集・密接）を
　避ける
●衛生管理に注意を払う
●集団生活のルールを守る
●助け合いの心を

地震編地震編

地震発生

3分

5～10分

～3日くらい

1～2分

5分

10分～数時間

避難生活では
●安否確認方法（21ページ参照）

　一人暮らし高齢者など要配慮者がいる世帯に
は積極的に声をかけて安否を確認する。火が出て
いたら大声で知らせ、協力して消火をする。

　災害発生から3日間
は、被災地外からの応
援は期待しない。

　保育所（園）・幼稚園や小・中学
校に子どもを迎えに行く。自宅を
離れるときには、行き先を書いた
メモを家族で決めた場所に隠す
（空き巣対策）。

　ガスの元栓を閉め、電気のブ
レーカーを切って避難する（通
電火災対策）。

　隣近所で協力して消火や救出を。
あわせて消防署等へ通報する。
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❺ ❻

地震発生！ そんなときどうする地震発生！ そんなときどうする

避難する前に、もう一度火元を確かめ、ブ
レーカーを切る。※通電火災を防ぐため。

各自が防災カードを身につける。

ヘルメットや防災ずきんで
頭を保護。

荷物は最小限の物に。

外出中の家族には
連絡メモを。

避難は徒歩で。
車やオートバイは控える。

お年寄りや子供の手は
しっかり握って。

近所の人たちと集団で、まず決められた集
合場所に。

避難場所等へ移動するとき、狭い道、塀ぎ
わ、川べりなどは避ける。

避難は最寄りの避難場所等へ。

自
宅（
在
宅
避
難
）

自宅に被害なし

▲

避難するときは
❶

❷
❸

❹
❺

❻

❼

❽

❾

●軍手を着用

●長袖、長ズ
ボンで

　避難するときは混乱防止のため決められた
ルールと秩序を守り、お互いに協力し合うこと
が大切です。とくに乳幼児、高齢者、病人、身
体の不自由な人を安全に避難させるために日頃
から十分な対策を立てておきましょう。
　また、災害時に車で避難すると、避難場所等や
その周辺が車で混雑し、かえって避難が遅れます。
　救護活動もできなくなってしまいますので、
避難は原則徒歩で行い、車での避難は控えま
しょう。

避
難
す
る
と
き
の
服
装

避
難
の
心
得
10
カ
条

●お年寄りや子供には
「防災カード」を

●化繊より木綿
製品を着用

●ヘルメットや
防災ずきんで
頭を保護

●靴は底の厚
い、履き慣
れたもの

▲

避難の流れ

地震発生

自宅に被害あり

火災延焼の危険あり

自宅に被害なし

避 難す るとき の ルー ル

屋
内
編

屋
外
編

集合住宅／エレベーター デパート・スーパー

家の中 劇場・ホ－ル

●乳幼児や病人、お年寄りなど要配
慮者の安全確保を。

●裸足で歩き回らない（ガラスの破
片などでケガをする）。

●揺れがおさまっ
たら、すみやか
に火の始末をし
ましょう（コン
セントやガスの
元栓の処置も忘
れずに）。

●ドアや窓を開
けて避難口を
確保する。

●避難にエレ
ベーターは絶
対使わない。
炎と煙に巻き
込まれないように階段を使って避難す
る。

海岸付近

路　上 電車などの車内

●途中で止まっ
て も 、 非 常
コックを開け
て勝手に車外
へ出たり、窓
から飛び降り
たりしない。

●乗務員の指示に従って落ちつ
いた行動を。

●ブロック塀や自動販売機
などには近づかない。

●倒れそうな電柱や垂れ下
がった電線に注意する。

●近くに空き地などのないときは、周囲の状況を冷静に判断して、
建物から離れた安全性の高い場所へ移動する。

●道路の左側に止め、カーラジオな
どで情報を収集する。

●車を置いて避難する場合は、でき
るだけ道路外の場所に移動する。

●やむを得ず道路上に車を置いて
避難するときは、キーはつけた
まま、ドアロックもしない。車
検証などの貴重品を忘れずに持ち出し、徒歩で避
難を。

車を運転中

●つり革や手すりに両手でしっ
かりつかまる。

指定緊急避難場所 一時避難場所
※指定緊急避難場所へは無理に避難する必要ありません

危険が差し迫っていない場合、近所の方の安否確認、初期消火活動や救出・救護への協力を！

10

イラスト

地震編地震編

●揺れを感じたらテーブルな
どの下に隠れ、身を守る（余
裕がなければ、手近の座布
団などで頭を保護する）。

●その場に立ち止まらず、窓ガラ
ス、看板などの落下物からカバ
ンなどで頭を保護して、空き地
や公園などに
避難する。

●高台へ避難し津波情報を
よく聞く。注意報・警報
が解除されるまでは海岸
に近づかない。

修復が終わり、
自宅での生活が可能自宅に被害あり

近くの安全な公園、広場など
市では指定を行っていません。
あらかじめ地域や家庭で話し
合っておきましょう

被災時、火災の延焼等によ
る危険から避難する場所
学校のグラウンドなど

指定避難所
学校の体育館・校舎など

●カバンなどで頭を保護し、ショーウイ
ンドーや商品などから離れる。柱や壁
ぎわに身を寄せ、係員の指示を聞き、
落ちついた行動を。

●カバンなどで頭を保護し、
座席の間に身を隠し、係員
の指示を聞く。あわてず冷
静な行動を。
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❼ ❽

地震に備える②地震に備える①
　東京消防庁の調査によると、近年発生した地震でけがをした人のうち、家具
の転倒・落下が原因だった割合は３～５割を占めています。家具の転倒・落下
は、避難経路をふさいでいざというときの避難が遅れることにもつながりま
す。大型の家具をしっかり固定したり、家具の配置を工夫したりして安全安心
なわが家を作りましょう。

近年の地震で
けがをした人のうち、
家具の転倒・落下が
原因だった人の割合

（東京消防庁資料より）

●転倒方向が就寝位置と重
ならないように置く。

●寝ている人の上に直接倒
れてこないように机など
を置く。

●倒れても出入り口をふさ
がないように位置と向き
を工夫する。

●十分な強度を得るた
め、金具は間柱など
壁の下地材に取り付
ける。

●間柱と金具の位置が
合わない場合に補助
板で調整した例。

●壁にネジ留めできない場合、
突っ張り棒タイプの転倒防
止器具を設置する。天井との
間に補助板を挟み、天井に面
で力が加わるようにする。

●阪神・淡路大震災でけがをした人の原因

（神戸市消防局調査より）

家具の転倒
48.5％

棚等の
上からの
落下物
15.8％

落下したガラス
10.5％

逃げようと
したとき転倒
8.8％

その他
16.4％

　建物が無事でも家具が転倒する
と、下敷きになってけがをしたり、
室内に散乱することで逃げ遅れて
しまう場合があります。
　けがを未然に防ぎ、安全な逃げ
道を確保するためにも、家具の転
倒・落下防止対策を講じましょう。

地震編地震編 地震に備える① 地震に備える②

家具の配置

家具の固定

家具の配置

家具の固定

家 具 の 配 置 は 安 全 第 一 で家 具 の 配 置 は 安 全 第 一 で

L字金具

家具が転倒するとどうなるの？

転倒防止器具の
利用の注意点
転倒防止器具の
利用の注意点

寝室や
出入り口近くで
家具の固定が
できない場合

寝室や
出入り口近くで
家具の固定が
できない場合

転倒防止器具の
利用の注意点
転倒防止器具の
利用の注意点

寝室や
出入り口近くで
家具の固定が
できない場合

寝室や
出入り口近くで
家具の固定が
できない場合

 たんす・本棚
　Ｌ字金具などを使って柱
や壁、鴨居に固定する。上
下２段になっているたんす
は金具で上下を連結する。

 冷蔵庫
　背部の取っ手にベルトをか
けて柱などに固定する。製品
専用のベルトなどが用意され
ている場合も多い。取扱説明
書をよく読んで活用する。

 食器棚
　扉に開放防止のための金具を
取り付ける。中の食器が飛び出
さないように、棚板に滑り止め
シートを敷くか、食器の手前に
飛び出し防止枠を設ける。

 テレビ
　製品付属のベルトでテレビ
台に固定するか、金具とひも
で柱などに固定する。さらに
耐震粘着マットを敷くと、揺
れへの抵抗力が高まる。

 安全な部屋を作る
　寝室や子ども部屋に
はできるだけ家具を置
かない。置く場合は固
定する。固定が難しい
場合は下のヒントを参
考に配置を工夫する。

 避難路を確保する
　玄関などの出入り口
につながる通路には倒
れやすい家具や落下し
そうな物を置かない。

 収納を工夫する
　高い場所に物を置か
ない。軽い物を上に、
重い物を下に置いて重
心を下げる。本棚はす
き間なく本を並べるな
どして、すき間を作ら
ない。

 ガラスにフィルム   
　を貼る
　室内のガラスに飛散
防止フィルムを貼る。
食器棚や額縁のガラス
も忘れずに。

0 10 20 30 40 50

熊本地震（高層マンション）(2016年)
熊本地震（一般住宅）(2016年)
岩手・宮城内陸地震(2008年)
新潟県中越沖地震(2007年)
能登半島地震(2007年)

福岡県西方沖地震(2005年)
新潟県中越地震(2004年)
十勝沖地震(2003年)

宮城県北部地震(2003年)

44.6％
29.2％
40.0％

40.7％
29.4％
36.0％
41.2％
36.3％
49.4％

通電火災を防止する「感震ブレーカー」
　揺れて倒れた電気器具からの出火や停電復旧時の再通電に伴う出火など、
地震時の火災の多くは電気が原因です。
　感震ブレーカーは、地震の揺れを感知すると自動的にブレーカーを落とし
て電気を止める装置です。設置工事の有無や電気の遮断方法の違いなどに
よってタイプがあり、ホームセンターや家電量販店などで購入できます。
　感震ブレーカーを設置して通電火災からわが家を守りましょう。
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台風の襲来などにより、宅地・家屋などに浸水が予想される場合に
は、前もって土のうを積んでおくことが大切です。市では、どなたでも
自由に土のうを取り出せる「土のうステーション」を設置しています。
浸水や冠水に備え、各自でお持ちください。
※事業者のかたの利用はご遠慮ください

【場所】 高崎川南公園（表町２－４）
　　　 佐倉市役所　防災倉庫前（海隣寺町97）

防災気象情報に注意①佐倉市の風水害対策

市では、24時間体制で佐倉市及び周辺区域の気象情報と降雨予
想などを常に入手できる体制を整え、災害の発生が予測される場合
の事前対策や、災害が発生した場合の応急対策に活用しています。

　大雨により、河川周辺の道路で道路冠水が予想される場合
には、雨水排水ポンプを使って水を強制的に河川に排水します。

近年では、全国各地で大雨、集中豪雨、竜巻などで大きな被害が発生
しています。風水害は、事前の準備で被害を最小限に抑えることができ
ます。市民の皆さん一人ひとりが正しい知識を持ち、普段の備えと災害
時に冷静に行動できる力を身につけておくことが大切です。

風水害
編
風水害
編

風水害
編
風水害
編
防災気象情報に注意①佐倉市の風水害対策

1  総合気象情報による気象予測

2  土のうの提供

3  水害で生じた道路冠水への対応

風水害問い合わせ先

次々と発表される防災気象情報大 雨
　大雨による災害の恐れがある場合、気象庁はさまざまな防
災気象情報を発表します。市はこうした情報を参考に避難に
関する情報を発令します。防災気象情報が出されるタイミン
グやその意味するところを理解しておき、いざというときの
避難に役立てましょう。

●大雨などに関する情報と住民がとるべき行動

●雨の強さと降り方

ザーザーと降る どしゃ降り
バケツをひっくり
返したように降る

滝のように降る
（ゴーゴーと降り続く）

息苦しくなるような威圧感
がある。恐怖を感ずる

地面からの跳ね返りで
足元がぬれる

傘をさしていてもぬれる 傘はまったく役に立たなくなる

雨の音で話し声が
よく聞き取れない

寝ている人の半数くらいが雨に気がつく

地面一面に水たまりができる 道路が川のようになる 水しぶきであたり一面が白っぽくなり、視界が悪くなる

ワイパーを速くしても
見づらい

高速走行時、車輪と路面
の間に水膜が生じブレー
キが効かなくなる（ハイ
ドロプレーニング現象）

車の運転は危険

1時間雨量（ミリ） 10以上～20未満 20以上～30未満 30以上～50未満 50以上～80未満 80以上

やや強い雨 強い雨 激しい雨 非常に激しい雨 猛烈な雨予報用語

人の受けるイメージ

人への影響

屋内（木造住宅）

屋外の様子

車に乗っていて

　防災関係機関、住民等の参加を得
て、水防活動の迅速かつ的確な実施
を図るための訓練を実施します。

4  水防訓練の実施

※夜間～翌日早朝にレベル3土砂災害警報に切り替える可能性が高い注意報は、高齢者等避難に相当します。

佐 倉 市 役 所（ 代 表 ）

危機管理課（防災全般）

道路維持課（道路冠水等）

治 水 課
（河川の増水・がけ崩れ等）

上 下 水 道 部
（ 下 水 道 被 害 等 ）

東京電力パワーグリッド㈱
（停  電）

佐倉市八街市酒々井町
消 防 組 合 消 防 本 部

※フリーダイヤルをお使い
になれない場合は、

☎484-1111

☎484-6131

☎484-6130

☎484-4261

☎485-1191

☎481-0119

佐 倉 消 防 署

臼 井 出 張 所

神 門 出 張 所

角 来 出 張 所

志 津 消 防 署

志 津 南 出 張 所

☎481-1135

☎488-0119

☎498-2200

☎485-0119

☎487-0119

☎489-0119

☎0120-995-007

☎03-6375-9803

災害発生 レベル5
氾濫特別警報

レベル5
大雨特別警報

レベル5
土砂災害特別警報

緊急安全確保

避難指示

高齢者等避難

レベル4
氾濫危険警報

レベル4
大雨危険警報

レベル4
土砂災害危険警報

レベル2
氾濫注意報

レベル2
大雨注意報

早 期 注 意 情 報

レベル2
土砂災害注意報

レベル3
氾濫警報

レベル3
大雨警報

レベル3
土砂災害警報

2時間～
0時間前

数時間～
3時間前

半日～
数時間前

数日～
1日前 1

2

3

4

5

時間推移の
イメージ

警戒
レベル

気象庁等の情報
佐倉市からの
情報

住民がとるべき行動河川氾濫
1級河川などの
大河川の氾濫

大雨
低地の浸水や

大河川以外の氾濫

土砂災害
急斜面のがけ崩れや

土石流

災害への心構えを高める

ハザードマップ等で自らの
避難行動を確認する

危険な場所から高齢者等は避難

危険な場所から全員避難

命の危険　直ちに安全確保！
●すでに安全な避難ができず、命の危険な状
況。今いる場所よりも安全な場所へ直ちに
移動等する。

●台風などにより暴風が予想される場合
は、暴風が吹き始める前に避難を完了し
ておく。

●高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行
動を見合わせ始めたり、避難の準備をした
り、自主的に避難する。

●ハザードマップ等により、自宅等の災害リ
スクを再確認するとともに、避難情報の把
握手段を再確認するなど。

〈警戒レベル4までに危険な場所から  かならず避難!〉
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防災気象情報に注意③防災気象情報に注意②
台 風河川近くでは十分に注意を河川の氾濫

前兆現象に敏感に土砂災害

防災気象情報に注意③防災気象情報に注意②

●水位の目安

　1級河川などの大河川が氾濫する
恐れがある場合、洪水予報河川は河
川事務所または県と気象台が、水位
周知河川については河川事務所と県
が予報を出します。

●洪水予報の種類と市町村・住民の対応

※YPとは、利根川水系の一部の水面の基準の表示単位のこと。

　大雨によって土砂災害が発生する危険性が高まった場合、気象庁は
レベル4土砂災害危険警報を発表するほか、さらに危険性の高まった
場合、気象庁はレベル5土砂災害特別警報を発表します。
　ただし同情報は、災害発生箇所や発生時間を詳しく特定するもので
はなく、あくまでも目安です。大雨などの際、たとえ同情報が発表さ
れていなくても、近隣の斜面の状態に常に注意し、次のような前兆現
象に気づいた時には直ちに安全な場所に避難してください。

土砂災害の種類と
前兆現象

〈前兆現象〉
●地鳴り、家鳴りがする
●根の切れる音がする
●地面が振動する
●木の枝先のすれ合う音がする（風がないとき）
●亀裂や段差が発生、拡大する　など

〈前兆現象〉
●近くで山崩れなどが発生
●立木の裂ける音や岩の流れる音がする
●渓流の水が急ににごり、流木などがまざる
　など

〈前兆現象〉
●斜面に亀裂が走る
●小石が斜面からぱらぱら落下する
●斜面から異常な音、山鳴り、地鳴りがする
●斜面にふくらみが見られる　など

大雨の状況 気象庁の気象情報 地元気象台の気象情報

階級

強い

非常に強い

猛烈な

最大風速

階級

大型
（大きい）

超大型
（非常に大きい）

風速15m／秒以上の半径

高崎川（観測所：鏑木橋）の警戒水位（氾濫注意水位）はYP4.0ｍとする。
高崎川（観測所：鏑木橋）周辺における避難情報の発表・発令を検討する水位（氾濫危険水位）は、YP4.8ｍとする。風水害避難指示関係

土
石
流

が
け
崩
れ

地
す
べ
り

土砂災害の種類と
前兆現象

　台風が接近して災害発生の恐れが高まった場合には、気
象解説情報（台風第○号）とあわせて大雨、洪水、暴風な
どの防災気象情報が発表されます。

台風や発達する熱帯低気圧に関する情報

「台風○号は、○日○時ごろ、
○○市付近に上陸しました」

気象解説情報（台風第○号）
12時間先、24時間先の予報（3時間ごと）
120時間先までの24時間刻みの予報
（6時間ごと）
実況と1時間後の推定値（1時間ごと）
24時間先までの3時間刻みの予報（3時間ごと）

全般気象解説情報（台風第○号）
（以後、暴風などの状況を適宜発表）

強風注意報、
レベル2大雨・氾濫注意報など

暴風警報、
レベル3大雨・氾濫警報など

レベル4土砂災害危険警報
（重大な土砂災害の恐れがある場合）

　台風等を要因とする特別警報は、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により暴風・高潮・波浪・暴風雪になると
予想されるときに発表します。具体的には、「伊勢湾台風」級（中心気圧 930hPa 以下又は最大風速 50m/s 以上）の台風や
同程度の温帯低気圧が来襲する場合（ただし、沖縄地方、奄美地方及び小笠原諸島については、中心気圧 910hPa 以下又は最
大風速60m/s 以上）を発表指標としています。

●台風の状況と気象情報

●台風の強さの階級分け

●台風の大きさの階級分け

33m/秒以上～44m/秒未満

44m/秒以上～54m/秒未満

54m/秒以上

500km以上～800km未満

800km以上

●風の強さと吹き方

一般道路の自動車 高速道路の自動車 特急列車

風に向かって
歩きにくくな
る。傘がさせ
ない。

何かにつかまっていない
と立っていられない。飛
来物によって負傷するお
それがある。

屋外での行動は極めて危険。

樹木全体が揺
れ始める。電
線が揺れ始め
る。

電線が鳴り始
める。看板や
トタン板が外
れ始める。

細い木の幹が折れたり、根の張っていない木
が倒れ始める。看板が落下・飛散する。道路
標識が傾く。

多くの樹木が倒れる。電柱や
街灯で倒れるものがある。ブ
ロック壁で倒壊するものがあ
る。

道路の吹流し
の角度が並行
になり、高速
運転中では横
風に流される
感覚を受ける。

高速運転中で
は、横風に流
される感覚が
大きくなる。

通常の速度で運転する
のが困難になる。 走行中のトラックが横転する。

樋（とい）が
揺れ始める。

屋根瓦や屋根
葺材がはがれ
るものがある。
雨戸やシャッ
ターが揺れる。

屋根瓦・屋根葺材が飛
散するものがある。固
定されていないプレハ
ブ小屋が移動、転倒す
る。ビニールハウスの
フィルム（被覆材）が
広範囲に破れる。

固定の不十分な金
属屋根の葺材がめ
くれる。養生の不
十分な仮設足場が
崩落する。

外装材が広範
囲にわたって
飛散し、下地
材が露出する
ものがある。

住家で倒壊す
るものがある。
鉄骨構造物で
変形するもの
がある。

台風発生

台風接近

台風上陸

平均風速
（m／秒）

10m以上
～15m未満

15m以上
～20m未満

20m以上
～25m未満

25m以上
～30m未満

30m以上
～35m未満

35m以上
～40m未満 40m以上

予報用語 やや強い風 強い風 非常に強い風 猛烈な風

おおよその風速 ～50㎞ ～70㎞ ～90㎞ ～110㎞ ～125㎞ ～140㎞ 140㎞～

速さの目安

人への影響

屋外・樹木
の様子

走行中の車

建造物

佐倉市の土砂災害では、
「がけ崩れ」の危険性があります。

氾濫の発生（レベル5水位） レベル 5氾濫特別警報

堤防 レベル 4氾濫危険警報氾濫危険水位 (レベル 4水位）

レベル 3氾濫警報避難判断水位 (レベル 3水位）

レベル 2氾濫注意報氾濫注意水位 (レベル 2水位）

ふだんの水位

洪水予報の標題 発表基準 市町村などの対応 住民がとるべき行動

○○川レベル5
氾濫特別警報

氾濫の発生（氾濫水の予報） 氾濫水への警戒を求める
【警戒レベル5相当】

河川の氾濫に対して注意を求める
【警戒レベル2相当】

○○川レベル4
氾濫危険警報

○○川レベル3
氾濫警報

○○川レベル2
氾濫注意報

避難等の氾濫発生に対する警戒を求る
【警戒レベル4相当】

災害がすでに発生している状況。命の危険が
迫っているため直ちに身の安全を確保する

危険な場所から避難する。避難指示が発令され
ていなくても自ら判断し避難する

高齢者等は危険な場所から避難する。高齢者
等以外の人も避難の準備をしたり、自ら判断し
避難する

ハザードマップ等により、災害が想定されてい
る区域や避難先、避難経路を確認する

避難準備などの氾濫発生に対する警戒を求める
【警戒レベル3相当】

氾濫注意水位（レベル2水位）に到達し、さらに水
位の上昇が見込まれる場合

・一定時間後に氾濫危険水位（レベル4水位）に到達
が見込まれる場合
・避難判断水位（レベル3水位）に到達し、さらに水
位の上昇が見込まれる場合

・急激な水位上昇によりまもなく氾濫危険水位（レベル
4水位）を超え、さらに水位の上昇が見込まれる場合
・氾濫危険水位（レベル4水位）に到達した場合

風に向かって歩
けなくなり、転
倒する人も出る。
高所での作業は
きわめて危険。

暴風域に入る確率の発表
120時間先までに暴風域に入る確率（120時間
先までの3時間ごと及び24・48・72・96・120時
間先までの確率）の分布図を6時間ごとに発表
※発達する熱帯低気圧や台風が複数存在するときは約
　70～110分後になることがある

台風に関する気象情報（全般台風情報）の発表（随時発表）
・位置情報：24時間先までの3時間刻みの予報
・総合情報：防災上の注意事項、上陸情報等

　山腹や渓流の土砂が一気に下流へ押し流
されます。強大な威力とスピードで、あら
ゆるものをのみこんで進みます。

　雨でやわらかくなった斜面が急激に崩れ
落ちます。最も多い土砂災害で、逃げ遅れ
て犠牲になる人も多く発生します。

　斜面の一部が地下水の影響などでゆっく
り下方に移動する現象です。広範囲に被害
が及びます。
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風水害に備える風水害
編
風水害
編

防災気象情報に注意④
気象防災速報（竜巻注意／竜巻目撃）
が出されたら竜 巻

落 雷

雪 害

　竜巻は、発達した積乱雲に伴って発生する激しい渦巻きで
す。短時間に狭い範囲に集中して建物などに被害をもたらし
ます。気象防災速報（竜巻注意／竜巻目撃）が発表されたら、
頑丈な建物内に移動するなどして身の安全を確保しましょう。

　雷も発達した積乱雲に伴って発生します。
　被害は夏に集中する傾向があります。落雷や
雷に伴うひょう、突風などの被害が予想される
場合、雷注意報が発表されます。野外で活動し
ていて雷が近づいてきた場合などは、大きな建
物の中か、列車やバス、車の中に避難しましょう。

　日本の国土の約６割は、積雪・寒冷地帯です。
そのため、大雪による交通機関のマヒや、屋根
の雪下ろし作業中の転落などによる人的被害が
毎年のように多数発生しています。降雪が予測
される際は、不要・不急の外出はひかえてくだ
さい。

●竜巻注意情報の発表タイミング ●竜巻が迫ってきたら

◆窓ガラスから離れる
◆雨戸、窓、カーテンを閉める
◆窓のない部屋に移動する
◆丈夫な机やテーブルの下に入って
　身を守る

◆物置や車庫、プレハブの中は危険
◆電柱や樹木のそばも危険
◆頑丈な建物の物陰などに入り、身
　を小さくする
◆建物がなければ、水路などくぼん
　だところに身を伏せて両腕で頭や首を守る

●近くに避難する場所がないときは

●雪に関する気象情報

風水害に備える防災気象情報に注意④

半日～1日前

数時間前

0～1時間前

「気象情報」を発表
「竜巻など激しい突風の恐れ」
と明記します

「雷注意報」を発表
落雷、ひょうなどとともに、
「竜巻」も明記します

「気象防災速報（竜巻注意／
竜巻目撃）」を発表
今まさに竜巻の発生しやすい
気象状況になっていることを
お知らせします

竜巻発生竜巻発生

できるだけ姿勢を低くする 高い木からは2m以上離れる

屋 内 にいる場合

屋 外 にいる場合

大雪
特別警報

大雪
警報

大雪
注意報

融雪
注意報

雪崩
注意報

着雪、
着氷注意報 など

平常時から家の周辺をチェック平常時から家の周辺をチェック

風雨が強まる中での
右の行為は危険です。
絶対にやめましょう。

　テレビなどで発表される気象
庁からの情報や、市区町村や消
防などからの情報に注意しま
しょう。気象情報は電話（１７７）
やインターネットでも確認でき
ます。

　台風や豪雨の危険性があると
きは、むやみに外出しないよう
にしてください。外出するとき
は気象情報を確認し、危険な場
所に近づかないように心がけ、
早めに帰宅しましょう。

　被害が心配される場合には、
窓ガラスの内側に×印にガム
テープを貼るなどの対策を。子
どもや高齢者などを早めに安全
な場所に避難させることも検討
しましょう。

気象情報に注意する むやみに外出しない 自宅の備えを

雨や風が強まって来たら

●屋根に上って補強する　
●自宅周辺や田畑の状況を見回りする　
●様子を見るために堤防や川辺に近づく

STOPSTOP
これは
キケン！

 屋根
　瓦やトタンのはがれ、ずれ
などをチェック。アンテナの
固定も。

 雨どい
　継ぎ目のはがれ、塗料のは
がれなどを確認。落ち葉や
土砂が詰まっていたら取り
除く。

 屋外の設置物
　プロパンガスのボンベはしっ
かり固定する。強風で飛ばされ
たり、浸水で流されたりしそう
なものはないか確認する。

 窓ガラス
　窓枠のがたつき、ゆるみ
などがあれば補強する。

 ベランダ
　強い風で飛ばされそうな
ものはできるだけ置かな
い。風が吹いてきたら家の
中に取り込む。

 外壁・塀
　ひび割れ、破損などを点
検し、必要があれば補修す
る。

 地下室・地下駐車場
　浸水を防ぐ土のうや止水
板を用意する。

銚子地方気象台
ホームページ
https://www.jma-net.go.jp/choshi/

雨や風が強まって来たら
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災害時の避難行動風水害
編

風水害
編
災害時の避難行動
　警戒レベル３以上は具体的な避難行動が必要です。レベル３は「高齢者
等避難」で避難に時間のかかる高齢者などの要配慮者が避難を開始、レ
ベル４は「避難指示」で災害の恐れがある地区内にいる全員が指定緊急
避難場所などの安全な場所へ避難します。逃げ遅れることがないよう、レ
ベル４までに避難を終えておくことが重要です。

高齢者等避難（市が発令）

避難指示

緊急安全確保（市が発令）

（市が発令）

気象庁や市から出される情報 住民がとるべき行動

警戒レベルと避難のタイミング

●避難に備え、ハザードマップなどで避難行動を確認してお
きましょう（避難場所や避難経路、避難のタイミングなど）。

●すでに災害が発生している状況です。命
を守るための最善の行動をとりましょう。

レベル2注意報
（気象庁が発表）

早期注意情報（気象庁が発表）

レベル5氾濫特別警報
レベル5大雨特別警報
レベル5土砂災害特別警報

洪　水

大　雨

土砂災害

レベル4氾濫危険警報
レベル4大雨危険警報
レベル4土砂災害危険警報

洪　水

大　雨

土砂災害

レベル3氾濫警報
レベル3大雨警報
レベル3土砂災害警報

洪　水

大　雨

土砂災害

命の危険　直ちに安全確保する命の危険　直ちに安全確保する

危険な場所から全員避難する危険な場所から全員避難する

〈警戒レベル4までに必ず避難！〉〈警戒レベル4までに必ず避難！〉

●洪水・土砂災害など、予想される災害に対応
した指定緊急避難場所へ速やかに立ち退き避
難しましょう。
●避難場所までの移動が危険だと思われる場合
は、近隣の安全な場所への避難や、自宅内の
少しでも安全な場所へ移動して身の安全を確
保しましょう。

危険な場所から高齢者等は避難する危険な場所から高齢者等は避難する
●避難に時間がかかる要配慮者（高齢者、障が
い者、乳幼児など）とその支援者は指定緊急
避難場所への立ち退き避難しましょう。

●その他の人は避難の準備をしたり、自発的に
避難しましょう。

自らの避難行動を確認する

○最新の防災気象情報に注意するなど、災害への心
構えを高めましょう。

災害への心構えを高める

　危険な状況の中での避難行動はできるだけ避け、安全の確保
を第一に考えます。屋外での移動が危険だと判断した以下のよ
うな場合は、指定された避難所等への移動（立ち退き避難）だ
けでなく、自宅や近隣の頑丈な建物の２階以上へ緊急的に垂直
避難（屋内安全確保）し、救助を待つことも検討してください。
●夜間や急激な降雨で避難路上の危険箇所がわかりにくい
●ひざ上まで浸水している（50センチ以上）
●浸水は20センチ程度だが、水の流れる速度が速い

立ち退き避難

屋
内
安
全
確
保

　市が作成したハザードマッ
プで、河川が氾濫した場合の
浸水深の程度など、自宅や学
校・職場等がある場所に、ど
のような危険があるのか確認
しましょう。

　洪水・土砂災害などの災害ご
とに指定されている避難場所の
位置を確認し、そこまでの経路
や移動手段をあらかじめ決めて
おきましょう。

　避難時にすぐ持ち出せるように、非常持
出品をリュックサックなどにまとめて玄関
の近くに置いておきましょう。持病の薬な
どの必需品も忘れないようにしましょう。
（22ページ参照）

　排水溝や雨水ますがごみなどで詰
まると、大雨のときに浸水などの原
因になります。日頃から家の周囲の
点検・清掃を心がけましょう。

ハザードマップで地域の危険を確認 災害ごとに避難場所・避難経路を確認

家の周囲の点検・清掃

　洪水や土砂災害の被害を最小限に食い止めるためには事前の備えが大切です。

　洪水や土砂災害から安全に避難するために、以下のポイントを理解しましょう。

地域で助け合う
■ 地域で声をかけ合って早め
に避難する。

■ 高齢者や体の不自由な人を
手助けする。

■ 避難に車や自転車は使わな
い。体の不自由な人を車で
避難させる場合は浸水前に
避難を終える。

土砂災害では
■ 土砂災害警戒区域や土
砂災害危険箇所にいる
場合は、一刻も早く区
域外に出る。

■ 土石流は土砂の流れる
方向に対して直角に、
できるだけ高い場所に
避難する。

■ 避難指示等の避難情報、レベル4土砂災害危険警報など
が解除されるまでは自宅に戻らない。

安全に避難するポイント

命を守る避難行動を覚えておく

日頃の備えのポイント
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● 避難所は、避難者による自主的な運営が基本です。
● 避難所運営組織を中心に話し合い、運営ルールや各自の役割などを決めましょう。
● 女性の視点を取り入れた避難所運営が必要です。運営組織には男女がともに参
加しましょう。

● 起床・就寝の時間、トイレの使い方、喫煙場所、ゴミ出し、ペット同伴の可否
などのルールを守りましょう。

● 一部の人だけに負担が集中しないよう、できることをみんなで分担・協力し合
いましょう。

快適な共同生活のために快適な共同生活のために

マイ・タイムラインを作るマイ・タイムラインを作る
　「マイ・タイムライン」とは、災害時にあわてず行
動できるよう、避難行動を計画しておくものです。
家族の状況や住んでいる場所の災害リスクに応じ
て、「誰が」「いつ」「どのように行動するか」を事前に
決めておきましょう。

　避難所では、心身ともに傷ついた多くの被災者が共同生活を送ります。何よりも大切
なのは、みんなで助け合う「共助」の精神です。共同生活のルールを守り、互いに配慮し合っ
て、困難を乗り越えましょう。

ウェブ上で実際にマイ・タイムライン
が作成できます

国土交通省関東地方整備局
「Web でマイ・タイムライン」 地域の災害リスクに応じたマイ・タイムラインの作

り方を紹介している自治体もあります。確認してみ
ましょう。

集団生活では、インフルエンザや新型コロナ
ウイルス、ノロウイルスなどの感染症が広が
りやすくなります。

　「避難スイッチ」とは、実際に避難を始めるきっかけとな
る情報や合図のことです。あらかじめ家族や近所の人たち
と話し合って決めておきましょう。

●③近隣住民などからの避難の呼びかけ

●②近くの川や裏山など身近な環境で起こった異変

●①市区町村や気象庁が出す避難情報や気象情報

お住まいの自治体サイト

予防するには

マイ・タイムライン作りに役立つサイト

「避難スイッチ」になる情報

■避難スイッチを決めておこう

▶ https://vacan.com/area/sakura-city-evacuation/evacuation-center/11

　避難所の開設・混雑情報配信サービス「VACAN（バカン）」により、位置や開設・混雑状況
をスマートフォンなどで、リアルタイムに確認することができます。

※通常時は「利用停止中」と表示されています。避難所開設時には、混雑状況を「空いています」「やや混雑」「混雑」「満」の4段階で表示されます。

避難所の開設・混雑情報をスマートフォンなどで確認

専用ホームページ
● こまめに、うがいや手
洗いをしましょう

● マスクを着用しましょう
● 下痢の症状があるとき
は、脱水状態にならな
いように水分補給を心
がけましょう

予防するには
● 定期的に体を動かしましょう。散歩やラジオ体操ができれば、
よい運動になります

● 運動が難しい場合は、座ったまま足の指を動かしたり、ふくらは
ぎを手でもんだりしてみましょう

● こまめに水分補給しましょう
● ゆったりした服装で過ごしま
しょう

避難所生活を健康に乗り切るために避難所生活を健康に乗り切るために

● 高齢者や障がい者など要配慮者のニーズを把握し、適切に対処しましょう。
● 車いすの人が通行できるように避難所内に段差をつくらないなど、バリアフリーに配慮しま
しょう。

● おむつ交換や着替え、授乳、補装具交換などができるスペースを確保し、プライバシーに
配慮しましょう。

● 困っている人を見かけたら、積極的に声をかけて助け合いましょう。

みんなに優しい避難所であるためにみんなに優しい避難所であるために

近所に避難するのが大変そうな人がいるけど大丈夫かな

要配慮者を地域ぐるみで守りましょう要配慮者を地域ぐるみで守りましょう
　「要配慮者」とは、高齢者、乳幼児や妊産婦、障がいのある人、病気やけがを
している人、外国人など、災害時に何らかの配慮や支援が必要な人たちです。
災害時は、地域で協力して要配慮者を支えましょう。
　災害が起きたとき、要配慮者の安否確認や避難誘導をスムーズにするために
は、日ごろから要配慮者と支援者となる地域の住民が交流し、避難の訓練を重ね
ることが大切です。

避難所生活の注意点避難所生活の注意点避難所編避難所編

感染症を防ぐ
長時間、足を動かさないでいると、足の静脈にできた血栓（血
の塊）が脳や肺に移動して血管を詰まらせ、「エコノミークラス
症候群」を発症することがあります。

エコノミークラス症候群を防ぐ

風水害
編
風水害
編

ペットの災害対策について

●日頃の準備
　災害時には避難所にペットと同行避難をすることができます。同行避難のためには日頃からの準備が大切です。

◉ワクチン接種など健康面のチェック
◉最低限のしつけやケージに慣らす訓練
◉食料、水、トイレシートなどペット用の防災備蓄

●避難所での対策
◉ケージに入れるかリードに繋ぐ
◉指定の飼育場所で飼主自身が飼育管理
◉ペット用の避難用品や備蓄品の持参
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自主防災活動に参加しよう佐倉市の自主防災組織支援地域
防災編

19 20

地域
防災編

地域
防災編
地域
防災編

自主防災活動に参加しよう佐倉市の自主防災組織支援

　自主防災組織は、地域の住民同士が協力
して自発的に結成するもので、地域防災活動
の拠点になります。
　市では、阪神・淡路大震災の教訓から「自分
たちのまちは自分たちで守る」という考え方
に基づき、自主防災組織の結成に向け積極的
に取り組んでいます。
　この防災の輪をもっと広げるため、より多く
の市民の皆さんにご理解とご協力をお願いし
ます。

❶結成時に35万円分（税抜き）の資機材貸与
　（市予算等の都合により結成翌年度実施の場
　合あり）
❷結成時から5年目まで、活動に対する助成金
　（上限あり、設立年度のみ4万円支給）
❸結成から10年が経過した団体に対する、　
　10万円を上限とした資機材の購入・修繕に
　対する助成（2分割可）
❹自主防災組織が主催する防災訓練への職員
　の派遣（1団体・年1回）
❺訓練で使用する、水消火器等の資機材貸与

【問い合わせ先】
危機管理課　☎484‒6131

1  自主防災組織とは

2  自主防災組織への支援

●防災に関する資料などを回覧し広報活動を行います。
●講話、講演などにより防災知識を高めます。
●防災資機材の点検、備蓄をします。
●防災訓練（消火・応急手当て・炊き出しなど）を行います。
●要配慮者の状況を把握し、支援体制を整えます。
●地域の危険箇所や避難路の確認と周知を行います。

災害時には、地域の人々が自発的に防災活動を行うことが重要です。
「自分たちのまちは自分たちで守る」という心がまえで、積極的に自主
防災組織の活動に参加し、災害に強いまちをつくりましょう。

地震が発生した際、自主防災組織は速やかに応急活動を開始します。時間経過に伴
う活動例は次の通りです。

平常時は平常時は

災害時の活動（イメージ図）

地域
防災編

地域
防災編

自主防災組織の必要性 　平成7 年の阪神・淡路大震災では、家屋の倒壊などによる
生き埋めや閉じ込められた人のうち、消防などの公的機関の
救助（公助）によるものはわずか２％で、多くは、自力または
家族や隣人などの地域住民によって救出されました。
　被災地域では、発災直後から、いろいろな所で火災等が同
時発生し、すべての災害現場に消防が駆けつけることは不可
能な状態となります。
　災害発生直後は、公的機関による被災者支援等の緊急対応
（公助）には限界があります。 また、被害を最小限に抑えるた
めには、発災後早い段階での救助が必要となります。
　そのためには、出火の防止、初期消火、災害情報の収集伝達、
避難誘導、被災者の救出・救護、応急手当て、給食・給水の実
施等、地域単位の自主的防災活動が求められます。これらの
役割を担う組織が「自主防災組織」です 。

■生き埋めや
　閉じ込められた際の救助

自力で
34.9%

家族に
31.9%

友人・隣人に
28.1%

通行人に 
2.6%

※（社）日本火災学会：
　「兵庫県南部地震における
　火災に関する
　調査報告書」による

自力または
地域住民による救出
合わせて97.5%

その他 0.9%
救助隊に 1.7%

地震
発生

1～2
分後

■大揺れが
　おさまる

■火災発生
■家屋の倒壊
■負傷者の発見

■避難所開設
状
況

自主防災組織による訓練の様子

自主防災組織リーダー研修会▶

災害時の活動（イメージ図）

5分後 10分後～
数時間 ～数日3分後

■隣近所での助け
　合い

■情報班による地
　域内の被害情報
　収集

■消火班による初
　期消火活動
■救出・救護班に
　よる救出活動
■負傷者の応急救
　護、救護所への
　搬送
■市からの災害情
　報を住民へ正し
　く伝達

■市と協力して避
　難所の運営、管理
■給食班による炊
き出し活動、支援
物資の分配自

主
防
災
活
動

負傷者は
いないか、
行方不明に

なっている人は
いないか

高齢者や
子どもなどの
要配慮者に
配慮して

自宅や
近隣の被害の
確認

避難所運営委員会

●避難所運営委員会とは
　発災時に避難所の運営が長期化した場合、市役所職員
だけで避難所運営を行うのは困難となります。
　そこで、平時から町内自治会、施設管理者、市職員等が
連携し、「避難所運営委員会」を設立し、住民同士が協
力しながら主体的に避難所を開設・運営できる体制を整
えておく必要があります。

●避難所運営委員会の役割
　避難所運営委員会は平時には以下の事項等を協議し、活動
します。また、災害時には避難所の開設・運営等を行います。

◉避難所生活のルール決め　◉避難所運営業務の役割分担
◉避難所開設・運営訓練等　 ◉マニュアルの見直し　等
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燃料
□
□
□

カセットコンロ
固形燃料
予備のボンベ

卓上タイプなど

多めに用意

救急医薬品・衛生用品
□
□
□
□
□
□
□
□

マスク
アルコール消毒液
体温計
ウエットティッシュ
救急用品セット
ティッシュ
生理用品
おむつ

工具類
□
□
□
□
□
□

スコップ
バール
ジャッキ
のこぎり
ペンチ
ロープ

感染症対策
感染症対策
感染症対策
感染症対策
胃腸薬、かぜ薬、鎮痛剤、目薬、ばんそうこう、ガーゼ、包帯、三角巾、持病のある人は常備薬

アウトドア用品
□
□
□
□
□

テント・タープ※
寝袋
ランタン
シート
簡易トイレ

電池式もある

食料品

品　名 メ　モ 品　名 メ　モ
貴重品 救急用品

衛生用品

生活用品

避難グッズ

情報グッズ

飲料水・食料

□
□
□
□
□
□
□

現金
預貯金通帳(コピー）
運転免許証(コピー）
カード類(コピー）
マイナンバーカード
印鑑
予備のキー

公衆電話で使える10円硬貨は多めに

□
□
□

非常用持出袋
懐中電灯
ヘルメット・防災ずきん

リュックサックなど両手が使えるものを
一人にひとつ

□
□
□
□

携帯電話
携帯ラジオ
乾電池
筆記用具

充電器、予備バッテリーも含む
手動充電・携帯電話充電が可能なものを

□
□
飲料水
非常食

ペットボトル（500ミリリットル入り）を３本以上
そのまま食べられる乾パンや缶詰、栄養補助食品などを３日分

□
□
救急用品セット
持病薬

絆創膏・消毒液・胃腸薬・ガーゼ・包帯・三角巾など
処方箋の控え、お薬手帳と一緒に用意

□
□
□
□
□
□

マスク
アルコール消毒液
体温計
簡易トイレ
ティッシュペーパー・トイレットペーパー
ウエットティッシュ

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

手袋
大判ハンカチ
タオル
缶切り
ナイフ
ライター
ビニールシート
ポリ袋
雨具
使い捨てカイロ
メガネ、入れ歯などの日用品

ほこり・感染症対策
感染症対策
感染症対策
水道が使えないときに。避難所ではトイレ不足も
食器の汚れ取りにも
水道が使えないときに

多めに用意
メモ帳、油性フェルトペンなど

自宅や車など

品　名 メ　モ 品　名 メ　モ
衣類 その他

飲料水

□
□
□

下着・上着
毛布
手ぬぐい・タオル

□
□
□

お米やアルファ米
レトルト食品・缶詰・カップ麺
調味料

□
□
水
ポリ容器

大人１人１日３リットル（飲料と煮炊き分）3日分～1週間分が目安
給水用に。日頃から水をためておくと便利

□
□
食器類（皿・コップ・はし）
ラップ

プラスチック製が便利
食器に敷けば食器が汚れない

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

アルミホイル
キッチンペーパー
缶切り
鍋
歯磨きセット
石けん
ドライシャンプー
ろうそく
新聞紙
段ボール
布製ガムテープ
スリッパ
長靴
ほうきとちりとり

非常食３日分を含む1週間分以上

マスクや止血など多用途に使える

バケツや雨具の代用など多用途に使える

多用途に使える
多用途に使える

停電時も使える

断水時も使える

多用途に使える

非常持出品非常持出品

備　蓄　品備　蓄　品

非常持出品・備蓄品チェックリスト災害時の連絡方法の確認／備蓄品日頃の
備え編
日頃の
備え編

日頃の
備え編
日頃の
備え編

　災害用の保存食だけを大量に用意することが備蓄ではありません。缶詰やレトルト食品など普
段利用している食品を最初に多めに購入しておいて、消費したらその分補充すれば、常に一定量
の食品を自宅内に備蓄することができます。これが「ローリングストック（回転備蓄）法」です。
消費期限切れを防ぎ、いざというときに役立つ一石二鳥の方法です。

ご家族の安否確認方法

乳幼児のいる家庭 女性（妊婦）のいる家庭 高齢者等のいる家庭 アレルギーをお持ちの方
　粉ミルク、ほ乳びん、離乳
食、スプーン、おむつ、清浄綿、
おぶいひも、バスタオルまたは
ベビー毛布、ガーゼなど

　脱脂綿、ガーゼ、さらし、T字
帯、清浄綿および新生児用品、
ティッシュ、ビニール風呂敷、母
子健康手帳など

　着替え、おむつ、ティッシュ、
障害者手帳、補助具の予備、常
備薬、予備のメガネ、緊急時の
連絡先表など

　アレルギー持ちの方が家族
にいる場合は、アレルギーに対
応した食品を備蓄しておく。

こんな用意もしておきましょう

●音声による確認方法

１ 9

１ 7 １

再 生

録 音
※30秒以内

終了自宅などの電話番号を入れる
０×-××××-××××

被災地の人の電話番号を入れる
０×-××××-×××× １

録 音

再 生 市外局番から

携帯電話の番号やＩＰ電話の番号も使えるようになりました

●毎月1日・15日
●防災週間（8月30日～9月5日）

●防災とボランティア週間（1月15日～1月21日）
●正月三が日（1月1日～1月3日）※体験利用ができます。

災害用伝言ダイヤル １ 7 １ で声を残す

●文字による確認方法 スマートフォン・携帯電話のサービス 災害用伝言板を利用

携帯電話や公衆電話
からもかけられます

１

2

被災地の番号でない
と入力できません

　家族が離ればなれになったときの連絡方法を決めておきましょう。

災害時の連絡方法の確認／備蓄品

ご家族の安否確認方法

NTT東日本／西日本（web171）
NTTドコモ

KDDI（au）
ソフトバンク／ワイモバイル
楽天モバイル

https://www.web171.jp/
http://dengon.docomo.ne.jp/top.cgi
https://dengon.ezweb.ne.jp/
http://dengon.softbank.ne.jp/
https://public-safety.mobile.rakuten.co.jp/?lang=ja

各社の災害用伝言板
サイトアドレス

非常持出品・備蓄品チェックリスト

非常用

使いながら備蓄する
「ローリングストック法」で大量保存「ローリングストック法」で大量保存

❷と❸を
繰り返す

最初に多め
に購入する。
消費期限内に
使い切る量が
目安。

❶

消費期限の
短いものから
順番に使う。

❷
消費した分を
補充し、

いつも一定量に
保つ。

❸

※タープとは野外で使う日差し・雨よけ

ローリングストック法

備蓄

補充 消費
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佐倉市の防災情報の広報手段佐倉市の防災情報の広報手段
佐倉市は、さまざまな広報手段により、防災に関する情報を発信しています。

防災
情報
防災
情報

　 佐倉市連絡関係
◆佐倉市電話番号（代表）………………… ☎043-484-1111
◆佐倉市電話番号（危機管理課）………… ☎043-484-6131
◆佐倉市メールアドレス（危機管理課）…… bosai@city.sakura.lg.jp

防災行政無線「ぼうさいさくら」

〈防災行政無線テレフォンサービス（無料）〉

0120（711）508

　市内の学校や公園などに、防災行政無線
スピーカーを設置しています。災害時の避
難情報などの防災情報をはじめ、平常時に
は市からの行政情報（行方不明者、振り込め
詐欺などの情報）を放送しています。

　防災行政無線で放送した内容が聞き取れ
なかった場合など、24時間いつでも電話で
確認できます。

佐倉市メール配信サービス

「佐倉市防災情報」X（旧ツイッター）

　防災行政無線の放送内容や、災害時の
緊急情報をメールでお知らせするサービ
スです。詳しくは、裏表紙を参照ください。

　防災行政無線や、佐倉市メール配信サービスなどで配信した、災害・緊急
情報などをツイートします。

　二次元コードを読み取る、
または直接アドレスを入力し
て空メールを送信

【登録方法】

【設定方法】

sakura@emp-sa.smart-lgov.jp

アカウント名：@bousai_sakura

緊急速報メール（エリアメール）

スマートフォンアプリ
「Ｙａｈｏｏ！防災速報」

　緊急性の高い災害情報や避難情報を配信エリアに存在する携帯電話・スマートフォンに一斉配信
するサービスです。
※登録操作は不要です。詳しくは、各携帯電話会社へお問い合わせください。

　アプリを活用して、災害
が発生するおそれがある場
合や災害発生時に、避難情
報や避難所の開設情報など
の防災情報を配信します。

①プッシュ通知を「オン（許可）」にする。
②「現在地連動通知の設定（位置情報）」を「オン（許可）」
にする。
③「地域の設定」で「千葉県佐倉市」を設定する。
④アプリ画面右上の「設定（歯車マーク）」を押し、「自治体
からの緊急情報」を「オン」に設定する。

【設定方法】

「防災情報全国避難所ガイド」
　全国の避難所等の情報を収集し、現在地周
辺の避難所を検索して道順を案内する災害時
用ナビゲーションアプリで
す。防災行政無線の内容を

プッシュ配信しており、スマートフォン
で防災行政無線の放送内容を音声と文
字にて受信・確認することができます。

①アプリ画面右上の「設定」を押す。
②「現在地連動通知」を「オン」になっていることを確認し、
「地域防災情報」を押す。
③右上に表示されている「+」を押す。
④エリア設定画面で、「千葉県」→「佐倉市」→「全地区」を
選択し、「閉じる」を押す。
⑤「千葉県佐倉市全地区」が設定されます。

　 佐倉市ホームページ関係
　◆佐倉市ホームページトップ
　　 https://www.city.sakura.lg.jp/
　　佐倉市に関するさまざまな情報を掲載しています。

https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/kikikanrika/112
/index.html

【主な機能】
◉ハザード情報の切替
◉マップの拡大・縮小
◉現在地から避難所等への距離表示
◉マップの印刷機能
◉英語表示

佐倉市防災ハザードマップ（Web版）
　佐倉市防災ハザードマップを、パソコンやお手持ちのスマートフォンで確認できます。

https://www.city.sakura.lg.jp/section/bosaimap/

　国土交通省及び千葉県が指定した「洪水浸水想定区域」と、
千葉県が指定した「土砂災害警戒区域」に基づき作成しています。
　想定される最大規模の降雨によって、利根川、高崎川（印旛沼）が氾濫した場
合に、浸水が想定される区域や深さなどを表示しています。

◆防災のページ

佐倉市の防災に関する情報を掲載しています。

https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/kikikanrika/112
/hazardmap/5703.html

◆佐倉市防災ハザードマップ

　佐倉市河川等監視カメラなど、佐倉市に関連する防災・気象情報
を掲載しています。

https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/kohoka/link/5482.html
◆防災・気象情報
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〈地域防災推進のための３原則〉
自分たちの安全安心は、
自分たちで守る「自助」を、
佐倉市では市民の皆さんに
お願いしています。

佐　倉　市禁無断転載ⓒ東京法規出版
令和8年3月発行

佐倉市メール配信サービスについて

　防災行政無線が聞き取りに
くい地域のかたなどを対象に、
佐倉市からの緊急のお知らせ
などをお持ちのスマートフォン、
携帯電話、パソコンなどにメー
ル配信するサービスです。

　このサービスでは、以下の情
報を入手することができます。ま
た、欲しい情報のみを選択して
入手することもできます。

○防災・避難情報　
○水道事故
○防犯情報　
○光化学スモッグ情報
○行方不明者の捜索・保護情報
○その他の情報　
○前記全ての情報

　メールを受信するためには、
携帯電話またはパソコンから登
録していただく必要があります。
右記を参照し、登録手続きを
とってください。

・登録は無料です。ただし、通信料は自己負担となります。
・メールの受信制限をされている方は、sakuramail@sa.smart-lgov.jpからのメールを受信できるようにしてください。
・電波の届かない場所やメールの通信回線の混雑状況等により、メール配信が遅れたり届かないことがあります。
・メールの返信機能は有しておりません。
・このサービスは、佐倉市が事業を委託するウイングアークNEX株式会社において運営しております。

・ご登録やご利用上のご不明点は、以下のコールセンター窓口へご連絡ください。
・「佐倉市メール配信サービスについて」とお伝えください。
ウイングアークNEX株式会社　TEL：050-3317-8828（土日祝日を除く、8：30～ 17：30）

それぞれが
役割を分担し、
相互に補完 自 

助

各個人・家庭での
日ごろからの備え
●建物の耐震化　
●家具転倒防止　
●３日分、できれば1週間以上の
　食料・飲料水の備蓄
●消火器備え・初期消火
●家庭内の連絡体制の確認　
　　　　　　　　　　など

防災ガイドブック防災ガイドブック
災害に備えよう!災害に備えよう!佐倉市メール配信サービスについて

共 

助
公 

助

隣近所の知人・友人・
自主防災組織など
による“絆”づくり

公的機関における
防災体制整備

●地域防災訓練参加　
●避難所の自主運営　
●要配慮者の安否確認　
●地域の防災ウオッチング　
●災害ボランティア協力
　　　　　　　　 など

●地域防災計画の策定
●避難所・備蓄品などの整備　
●防災トイレなどの整備・
　ライフラインの確保
●自助・共助への支援・助成　
●要配慮者対策の
　コーディネート　
●市民啓発講演・防災訓練
　　　　　　　など

佐倉市メール配信サービスとは

配信内容

登録手順等

ご利用にあたって

コールセンター窓口

登録方法
【新規登録】

変更・退会の方法
【変更・退会】

「佐倉市メール配信サービス」 登録・変更・解除の手順

登録方法

【新規登録】
①空メールの送信

次のいずれかの方法で仮登録の
ための空メールを送信してください。

・直接アドレスを入力する。

sakura@emp-sa.smart-lgov.jp

・カメラからQRコードを読み取る。

②仮登録の完了

仮登録完了のメールが届きます。
メール内のURLをクリックし、本登録
画面へアクセスします。

③利用規約への同意

利用規約が表示されます。内容を確
認し「同意する」をクリックしてくださ
い。 

④配信カテゴリの選択

受信を希望する情報の種類（カテゴリ）
を選択してください。

⑤登録内容の確認

修正する場合は「戻る」を、登録する
場合は「登録」をクリックしてください。

⑥登録の完了

登録の完了をお知らせするメールが
届きます。

【変更・退会】

①空メールの送信 ②設定変更のメール受信

登録変更のメールが届きます。
メール内のURLをクリックし、変更画
面へアクセスします。

③変更・退会の選択

変更の場合は「変更する」をクリックし
てください。退会する場合は「退会す
る」をクリックしてください。

④【変更】 配信カテゴリの選択

受信を希望する情報の種類（カテゴリ）
を選択してください。

⑤【変更】 登録内容の確認 ④【退会】 退会の選択

修正する場合は「戻る」を、登録する
場合は「登録」をクリックしてください。

「退会する」をクリックしてください。

クリック

希望カテゴリに
チェックを入れた後、
「確認する」をクリッ
クしてください。

「登録」をクリック
してください。

次のいずれかの方法で登録変更の
ための空メールを送信してください。

・直接アドレスを入力する。

sakura@emp-sa.smart-lgov.jp

・カメラからQRコードを読み取る。

クリック

希望カテゴリに
チェックを入れた後、
「確認する」をクリッ
クしてください。

「登録」をクリック
してください。

「佐倉市メール配信サービス」 登録・変更・解除の手順

登録方法

【新規登録】
①空メールの送信

次のいずれかの方法で仮登録の
ための空メールを送信してください。

・直接アドレスを入力する。

sakura@emp-sa.smart-lgov.jp

・カメラからQRコードを読み取る。

②仮登録の完了

仮登録完了のメールが届きます。
メール内のURLをクリックし、本登録
画面へアクセスします。

③利用規約への同意

利用規約が表示されます。内容を確
認し「同意する」をクリックしてくださ
い。 

④配信カテゴリの選択

受信を希望する情報の種類（カテゴリ）
を選択してください。

⑤登録内容の確認

修正する場合は「戻る」を、登録する
場合は「登録」をクリックしてください。

⑥登録の完了

登録の完了をお知らせするメールが
届きます。

【変更・退会】

①空メールの送信 ②設定変更のメール受信

登録変更のメールが届きます。
メール内のURLをクリックし、変更画
面へアクセスします。

③変更・退会の選択

変更の場合は「変更する」をクリックし
てください。退会する場合は「退会す
る」をクリックしてください。

④【変更】 配信カテゴリの選択

受信を希望する情報の種類（カテゴリ）
を選択してください。

⑤【変更】 登録内容の確認 ④【退会】 退会の選択

修正する場合は「戻る」を、登録する
場合は「登録」をクリックしてください。

「退会する」をクリックしてください。

クリック

希望カテゴリに
チェックを入れた後、
「確認する」をクリッ
クしてください。

「登録」をクリック
してください。

次のいずれかの方法で登録変更の
ための空メールを送信してください。

・直接アドレスを入力する。

sakura@emp-sa.smart-lgov.jp

・カメラからQRコードを読み取る。

クリック

希望カテゴリに
チェックを入れた後、
「確認する」をクリッ
クしてください。

「登録」をクリック
してください。




